
財務諸表に対する注記　（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

　　該当なし。

２．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
　（２）固定資産の減価償却の方法
　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法
　　　　・リース資産
　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　（３）引当金の計上基準
　　　　・退職給付引当金－要支給額増加基準

３．重要な会計方針の変更

　　該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度

　　制度加入　和歌山県社会福祉協議会の退職金。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

　　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
　（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
　（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
　（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
　　　当法人では、収益事業の売店会計については、平成２７年度から社会福祉事業の第１会計に移行する。
　（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　　ア　第１拠点（社会福祉事業）
　　　「本部会計」「白浜会計」「売店会計」「特別養護老人ホーム」「ショートステイ会計」「デイサービス会計」
　　　「居宅介護支援会計」「地域包括支援ｾﾝﾀｰ城北」
　　　イ　第２拠点（社会福祉事業）
　　　「第２ショートステイ会計」「第２デイサービス会計」「第２居宅会計」
　　　ウ　診療所拠点（公益事業）
　　　「診療所会計」

６．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地 388,353,000 0 0 388,353,000 
建物 518,811,435 0 32,774,014 486,037,421 

合計 907,164,435 0 32,774,014 874,390,421 

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
し

　　該当なし。



８．担保に供している資産

　　該当なし。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 1,621,932,766 1,135,895,345 486,037,421 
建物 2,276,489 2,247,505 28,984 
器具及び備品 155,999,794 144,078,471 11,921,323 
構築物 29,833,332 25,844,563 3,988,769 
機械及び装置 10,815,000 3,623,025 7,191,975 
車両運搬具 41,429,530 38,941,256 2,488,274 

合計 1,862,286,911 1,350,630,165 511,656,746 

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金 122,944,722 0 122,944,722 

合計 122,944,722 0 122,944,722 

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　該当なし。

１２．関連当事者との取引の内容

　　該当なし。

１３．重要な偶発債務

　　該当なし。

１４．重要な後発事象

　　該当なし。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　該当なし。



財務諸表に対する注記　（第１拠点区分用）

１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
　（２）固定資産の減価償却の方法
　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法
　　　　・リース資産
　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　（３）引当金の計上基準
　　　　・退職給付引当金－要支給額増加基準

２．重要な会計方針の変更

　　該当なし。

３．法人で採用する退職給付制度

　　制度加入　和歌山県社会福祉協議会の退職金。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

　　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
　（１）第１拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
     ア 本部会計
　　 イ 白浜会計
     ウ 売店会計
　　　エ　特別養護老人ホーム　みどりが丘ホーム　
　　　オ　第１ショートステイ
　　　カ　第１デイサービス
　　　キ　第１居宅介護支援
　　　ク　第１居宅介護支援地域包括支援ｾﾝﾀｰ城北

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地 255,545,000 0 0 255,545,000 
建物 408,301,973 0 27,210,562 381,091,411 

合計 663,846,973 0 27,210,562 636,636,411 

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
し

　　該当なし。

７．担保に供している資産

　　該当なし。



８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 1,249,612,766 868,521,355 381,091,411 
構築物 28,517,825 24,539,303 3,978,522 
機械及び装置 10,815,000 3,623,025 7,191,975 
車両運搬具 28,368,690 28,236,249 132,441 
器具及び備品 122,691,180 113,217,762 9,473,418 

合計 1,440,005,461 1,038,137,694 401,867,767 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金 83,757,001 0 83,757,001 

合計 83,757,001 0 83,757,001 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　該当なし。

１１．重要な後発事象

　　該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　該当なし。



財務諸表に対する注記　（第２拠点区分用）

１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
　（２）固定資産の減価償却の方法
　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法
　　　　・リース資産
　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　（３）引当金の計上基準
　　　　・退職給付引当金－要支給額増加基準

２．重要な会計方針の変更

　　該当なし。

３．法人で採用する退職給付制度

　　制度加入　和歌山県社会福祉協議会の退職金。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

　　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
　（１）第２拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
　　　ア　第２ショートステイ
　　　イ　第２デイサービス
　　　ウ　第２居宅介護支援

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地 132,808,000 0 0 132,808,000 
建物 110,509,462 0 5,563,452 104,946,010 

合計 243,317,462 0 5,563,452 237,754,010 

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
し

　　該当なし。

７．担保に供している資産

　　該当なし。



８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 372,320,000 267,373,990 104,946,010 
建物 2,276,489 2,247,505 28,984 
構築物 1,315,507 1,305,260 10,247 
車両運搬具 13,060,840 10,705,007 2,355,833 
器具及び備品 33,190,732 30,825,100 2,365,632 

合計 422,163,568 312,456,862 109,706,706 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金 37,368,216 0 37,368,216 

合計 37,368,216 0 37,368,216 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　該当なし。

１１．重要な後発事象

　　該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　該当なし。



財務諸表に対する注記　（診療所拠点区分用）

１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
　（２）固定資産の減価償却の方法
　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法
　　　　・リース資産
　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　（３）引当金の計上基準
　　　　・退職給付引当金－要支給額増加基準

２．重要な会計方針の変更

　　該当なし。

３．法人で採用する退職給付制度

　　制度加入　和歌山県社会福祉協議会の退職金。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

　　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
　（１）診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地 0 0 0 0 
建物 0 0 0 0 

合計 0 0 0 0 

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
し

　　該当なし。

７．担保に供している資産

　　該当なし。



８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
器具及び備品 117,882 35,609 82,273 

合計 117,882 35,609 82,273 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金 1,819,505 0 1,819,505 

合計 1,819,505 0 1,819,505 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　該当なし。

１１．重要な後発事象

　　該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　該当なし。


